
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書（様式）記載例

本記載例は、郵送・メールで飛行許可・承認申請を行う場合の様式に基づく記載例となります。
なお、飛行申請につきましては、原則、「ドローン情報基盤システム2.0＜通称：DIPS2.0＞」
での申請をお願いしております。
手続きが簡素化されたDIPSを利用してオンライン上での手続きへのご協力をお願いいたします。

以下は、あくまでも記載例ですので、申請者様が飛行の内容に応じて個別に精査していただき、
必要な資料を作成した上で提出してください。

また、書面申請の場合は、以下の連絡先にメールにてご提出下さい。

【申請書の提出先】

無人航空機の飛行許可・承認申請に係る国土交通省、地方航空局及び空港事務所の
連絡先等一覧
☞https://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf

1

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
https://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf


申請書類を作成した日付を記載してくだ
さい。

申請日

東京航空局長又は大阪航空局長のいずれ
かを記載してください。
※空港事務所あての申請の場合は、東京
空港事務所長又は関西空港事務所長のい
ずれかを記載してください。

申請先

経路特定の申請の場合、飛行させる場所
を正確に省略せずに記載してください。
住所を調べた結果、番地がないようでし
たら最後は「無番地」と記載してくださ
い。
複数箇所ある場合は、全て記載ください。
例1：〇○県●●市△△町▲番□号
例2：〇○県●●市△△町□丁目無番地

飛行の経路

様式１ 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書（カテゴリーⅡ飛行）

飛行の目的が「趣味」「研究開発」の場
合は、飛行の経路の特定が必要です。

飛行の目的

「補助者の配置」「立入管理区画の設
定」「立入禁止区画の設定」のいずれか
若しくは複数の体制を実施してください。

立入管理措置

本記載例様式１の最後尾に記載されてい
る※１及び※２の注記に従って使い分け
てください。

申請種別

申請者の氏名、住所、連絡先を記載して
ください。
法人の場合は代表者の氏名もあわせて記
載してください。
申請内容について連絡をすることがあり
ますので、連絡先にはメールアドレス及
び電話番号を記載してください

申請者情報

飛行日時を記載してください。
例：許可・承認を受けた日から1年間
令和●年●月●日から令和〇年○月〇日

飛行の日時

「無人航空機の飛行に係る許可承認申請
は、『飛行開始予定日の少なくとも10開
庁日前（土日祝日を除く）』までにご申
請をお願いいたします。
なお、飛行開始予定日の10開庁日前まで
に『不備等がない状態の申請書』の提出
が必要です。

POINT

地表等からの最大高度を記載してくださ
い。

飛行の高度

飛行の経路を特定する必要がある場合
・空港等周辺における飛行
・地表または水面から150ｍ以上の高さ
の空域における飛行
・人又は家屋の密集している地域の上空
における夜間飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・趣味目的での飛行
・研究開発目的での飛行

POINT

催し場所上空の飛行の場合は、「補助者
の配置」及び「立入禁止区画の設定」の
両方の体制が必要となります。

POINT

・地表等からの高度
150mまでの高さで飛行する場合「150m
未満」と記載するか、150m未満の具体
的な高度を記載ください。
・海抜高度
東京航空局長又は大阪航空局長あて申請
の場合は記載は不要です。
※空港事務所あての申請の場合のみ記載
してください。

POINT
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変更申請の場合は、変更元の許可・承認
書に記載されている日時までとしてくだ
さい。

POINT



登録記号（JU-）を記載してください。
複数機の場合は、「様式２のとおり」又
は「別添資料○無人航空機一覧のとお
り） 」とご記載ください。

登録記号等

以下の申請事項の場合は飛行理由を具体
的に記載してください。
・催し場所上空の飛行
イベント名等を含め何を行うものである
のか、具体的に記載願います。
例：○○大会 競技の空撮を行うため
・危険物の輸送
何を輸送するのか具体的に記載願います。
例：農薬散布のため。燃料輸送のため。
・物件投下
何を投下するのか具体的に記載願います。
例：農薬散布のため。水を散布するため。
※農薬散布の場合、「危険物の輸送」及
び「物件投下」に該当しますので、両方
にチェックをしてください

POINT

様式１ 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書（カテゴリーⅡ飛行）

許可や承認を要する事項を選択してくだ
さい。複数該当する場合は複数チェック
してください

申請事項及び理由

飛行理由を記載してください。

例：飛行の目的のとおり。

飛行理由

新規又は更新申請の場合は、「別添資料
のとおり」にチェックをし、対象となる
書類を提出してください。
変更申請であって、かつ、前回提出した
書類の内容から変更がない場合は、「変
更申請であって、かつ、左記事項に変更
がない。」にチェックをしてください。

変更申請

飛行させる者の氏名を記載してください。
複数名の場合は、「様式３のとおり」又
は「別添資料３無人航空機を飛行させる
者一覧のとおり）」と記載してください。

飛行させる者

3

変更申請であって、かつ、前回提出した
書類の内容から変更がない場合は、対象
となる書類は添付不要です。

POINT



使用するマニュアルにチェックを入れて
ください。
独自の飛行マニュアルを使用する場合に
は航空局標準飛行マニュアル及び審査要
領４－３－２を参考に作成の上、提出し
てください。独自の飛行マニュアルを使
用する場合には、審査に時間を要します。

飛行マニュアル

令和7年10月1日から、総重量25kg以上
の無人航空機を飛行させる場合は、第三
者賠償責任保険の加入が必要です。
申請前に加入をお願いいたします。

保険・賠償能力

様式１ 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書（カテゴリーⅡ飛行）

変更申請又は更新申請に限り、こちらへ
現に有効な情報をご記載し、写しを添付
してください。
新規申請の場合は、過去に得ていた許可
書承認番号等の記載及び写しの添付は不
要です。

許可等の情報
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航空局標準マニュアルを使用する場合に
は、マニュアルの添付は不要です。

POINT

申請書の提出前に最新の航空局標準マ
ニュアルを確認してください。
独自の飛行マニュアルを使用する場合は、
最新の航空局標準マニュアルを確認の上、
最新版に更新済みかを確認してください。

POINT

空港事務所あての申請の場合（空港等周
辺、150m以上の飛行を行う場合）
空港等周辺、150m以上飛の行を行う場
合、空港設置管理者等、空域を管轄する
関係機関との調整を行い、調整結果を記
載してください。
各都道府県を管轄する空港事務所は以下
をご確認ください。
申請先：
https://www.mlit.go.jp/common/00111
0211.pdf
管轄する空港事務所：
https://www.mlit.go.jp/common/00151
5201.pdf

POINT

https://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001515201.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001515201.pdf


催し場所上空における飛行では、申請前
に主催者等との調整が必須です。
調整結果を記載してください。

主催者との調整結果

様式１ 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書（カテゴリーⅡ飛行）

緊急時につながる氏名及び電話番号（携
帯電話番号）を記載してください。

緊急連絡先

飛行の日時を特定する必要がある場合
・人又は家屋の密集している地域の上空
における夜間飛行における目視外飛行
・催し場所の上空における飛行

POINT

経路特定の場合、飛行させる場所を正確
に省略せずに記載してください。
（都道府県名、市/区/郡/町/村名、字名
（大字/字）、地番（番地）まで）

（よくある間違い例）
×：施設名を記載
〇○県●●市△△町▲番□号○○公園

×：～「付近」を記載
〇○県●●市△△町▲番□号付近

×：住所の記載ではない
～河川沿い

※施設名称や「付近」、周辺等の記載は
削除してください。

POINT
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緊急連絡先には、事故発生時などの緊急
時に操縦者と連絡がとれる『携帯電話』
の番号を記載してください。

POINT

飛行の日時を特定する必要がある特定飛
行をする場合は、詳細な期間及び時間帯
を記載してください。
例1：各日 17時～21時
例2：〇日 18時～20時

（予備日：〇日18時～20時）

備考（具体的な日時の記入）

変更申請とは、既に受けている許可又は
承認の期間内に※2の内容の一部を変更
し飛行を継続する申請となります。

変更申請とは

以下の内容が含まれる場合は、更新申
請・変更申請では申請できません。
新規申請で申請をしてください。
（よくある間違い例）
×：代表者名が変更されている場合
×：申請者氏名の変更
×：許可承認事項の追加、変更、削除
×：飛行の目的の追加、変更、削除

POINT

保険の契約のみの変更又は追加の場合は
変更申請の必要はありません。
※加入保険が変更になった場合でも、現
在発行されている許可承認書は有効です。

POINT

更新申請は「期間の満了の日の 40 開庁
日前から 10 開庁日前」までに申請する
必要があります。

更新申請とは

更新申請では、飛行の日時以外の修正は
できません。

POINT



様式１ 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書（カテゴリーⅡ飛行）
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様式２ 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

登録記号（JU-）を記載してください。
試験飛行届出機体の場合は届出番号
（JUT-)を記載してください。
同一機体の場合は、一つの様式２に登録
記号を纏めて記載するか、別途機体一覧
を作成していただき、「別添資料○（無
人航空機一覧）」のとおりと記載しても
構いません。

登録記号等

様式２無人航空機の機能・性能に関する
基準適合確認書は、各機体ごとに作成し
てください。

POINT

製造者名、型式又は名称、総重量を記載
してください。

製造者名等

申請前にご使用になられる機体の登録記
号並びにその有効期間について必ずご確
認ください。

POINT

機体認証機又は型式認証機の場合は、機
体認証書番号又は型式認証書番号を記載
してください。

POINT

機能及び性能に関する各項目について確
認結果を各項目について、確認結果を
チェック【■】してください。

確認結果

無人航空機の運用限界（最高速度、最高
到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、
最大搭載可能重量及び最大使用可能時間
等）及び無人航空機を飛行させる方法
（点検・整備の方法を含む。）が記載さ
れた取扱説明書等を確認の上、記載して
ください

POINT

自動操縦ができない場合の例です。

確認結果
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様式２ 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
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様式３ 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

飛行させる者の氏名を記載してください。
「適/否」の確認結果が同一の者は一つの
様式３に氏名を纏めて記載するか、「別
添資料３（無人航空機を飛行させる者一
覧）」のとおりと記載しても構いません。
確認結果が異なる者については様式３を
飛行させる者毎に作成してください。

飛行させる者

様式３無人航空機を飛行させる者に関す
る飛行経歴・知識・能力確認書は、飛行
させる者全員分を作成してください。

POINT

飛行経歴、知識、能力への確認事項につ
いて確認結果をチェック【■】してくだ
さい。確認の結果、「否」を選択した場
合は代替的安全対策を記載してください。
※「適」を選択した場合は代替的安全対
策の記載は不要です。

確認結果

遠隔操作の確認結果は、遠隔操作を行う
場合のみ記載して下さい。
自動操縦の確認結果は自動操縦を行う場
合のみ記載して下さい。

POINT

自動操縦を行わない場合の例です。

確認結果
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様式３ 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

基準に適合していない項目がある場合
（確認結果に「否」がある場合）のみ記
載してください。

代替的安全対策
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代替的な安全対策については、下記内容
を確認の上、記載してください。
【飛行経歴が10時間に満たなくても認め
られた無人航空機の飛行の許可・承認の
例】001267273.pdf

POINT

https://www.mlit.go.jp/common/001267273.pdf


別添資料 飛行の経路
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詳細は飛行の経路の作成例をご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/common/001220022.pdf


詳細は飛行の経路の作成例をご確認ください。

別添資料 飛行の経路
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https://www.mlit.go.jp/common/001220022.pdf


別添資料 飛行の経路
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※詳細は飛行の経路の作成例をご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/common/001220022.pdf


別添資料 最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機の
機能・性能に関する基準適合確認書は、
総重量が 25kg 以上の無人航空機が申請
に含まれる場合に作成してください。

POINT

25kg 以上の機体の適合性は、すべての要
件が「適」であることを確認の上、申請
してください。

確認結果

14



別添資料 無人航空機の追加基準への適合性

飛行させる機体の登録記号を記載してく
ださい。
飛行させる機体全機分を作成する必要が
ありますが、「適/否」の確認結果が同一
の場合は「別添資料○（無人航空機一
覧）のとおり」と記載しても構いません。

登録記号

無人航空機の追加基準への適合性は、申
請する項目のみ記載してください。

POINT

空港等周辺での飛行を行う場合に記載し

てください。

1号告示空域

150m以上での飛行を行う場合に記載し

てください。

150m以上

基準への適合性の確認結果を適/否で記載
してください。
確認の結果、「否」を選択した場合は代
替的安全対策を記載してください。

確認結果
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「適」を選択した場合は代替的安全対策
の記載は不要です。

POINT

無人航空機の追加基準への適合性は、申
請する項目のみ記載してください。
※申請事項に含まれない項目は削除して
ください。

POINT



別添資料 無人航空機の追加基準への適合性

人又は家屋の密集している地域の上空
（DID）の飛行、人及び物件との距離30
ｍを確保できない飛行を行う場合に記載
してください。

DID・30m

無人航空機の追加基準への適合性は、申
請する項目のみ記載してください。

POINT

基準への適合性の確認結果を適/否で記載
してください。
確認の結果、「否」を選択した場合は代
替的安全対策を記載してください。

確認結果

夜間飛行を行う場合に記載してください。

夜間飛行

目視外飛行を行う場合に記載してくださ

い。

目視外飛行
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「適」を選択した場合は代替的安全対策
の記載は不要です。

POINT

無人航空機の追加基準への適合性は、申
請する項目のみ記載してください。
※申請事項に含まれない項目は削除して
ください。

POINT



別添資料 無人航空機の追加基準への適合性

催し場所上空での飛行を行う場合に記載

してください。

催し場所上空

基準への適合性の確認結果を適/否で記載
してください。
確認の結果、「否」を選択した場合は代
替的安全対策を記載してください。

確認結果
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「適」を選択した場合は代替的安全対策
の記載は不要です。

POINT

無人航空機の追加基準への適合性は、申
請する項目のみ記載してください。
※申請事項に含まれない項目は削除して
ください。

POINT



別添資料 無人航空機の追加基準への適合性

危険物の輸送（農薬散布等）を行う場合

に記載してください。

危険物の輸送

無人航空機の追加基準への適合性は、申
請する項目のみ記載してください。
※申請事項に含まれない項目は削除して
ください。

POINT

物件の投下（農薬散布・水等）を行う場

合に記載してください。

物件の投下

基準への適合性の確認結果を適/否で記載
してください。
確認の結果、「否」を選択した場合は代
替的安全対策を記載してください。

確認結果

農薬散布の場合、「危険物の輸送」及び
「物件投下」に該当しますので、両方の
記載をしてください。

POINT
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「適」を選択した場合は代替的安全対策
の記載は不要です。

POINT



別添資料 無人航空機を飛行させる者一覧

飛行させる者全員の氏名・住所を省略せ
ず記載してください。

POINT

住所は省略せずにご記載ください。
住所が同一の場合は、2人目以降「同
上」としていただいても構いません。

操縦者住所
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別添資料 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性

飛行させる者の氏名を記載して下さい。
本資料は、飛行させる者全員分を作成す
る必要がありますが、「適/否」の確認結
果が同一の場合は「別添資料○（無人航
空機を飛行させる者一覧）のとおり」と
記載しても構いません。
「適/否」の確認結果が異なる者について
は飛行させる者ごとに作成してください

飛行させる者

無人航空機を飛行させる者の追加基準へ
の適合性は、夜間飛行、目視外飛行、物
件投下の申請を行う場合は、審査要領に
定める基準に適合しているか確認の上、
確認結果を記載してください。
※許可や承認を求める事項に応じて、必
要な部分を抽出して（不要な部分は削除
して）資料を作成してください。

POINT

確認結果が「否」の場合は、代替的な安
全対策等及び安全が損なわれるおそれが
ないことを説明が必要です。
また、該当する項目にチェック【■】し
てください。

代替的安全対策

確認結果をチェック【■】してください。
※申請事項に含まれない項目は削除して
ください。

確認結果
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別添資料 飛行マニュアル

飛行マニュアルは、「航空局標準マニュ
アルを使用する」と申請書様式１の「無
人航空機を飛行させる際の安全を確保す
るために必要な体制に関する事項」に明
記された場合は提出不要です。
なお、独自の飛行マニュアルを使用する
場合には、最新の航空局標準飛行マニュ
アル及び審査要領４－３－２を参考の上、
提出してください。
※独自の飛行マニュアルを使用する場合
には、審査に時間を要します。

POINT

航空局標準マニュアルは以下からご確認ください。

• 航空局標準マニュアル01：飛行経路を特定した申請

• 航空局標準マニュアル02：飛行経路を特定しない申請

• 航空局標準マニュアル（空中散布）：空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布（空中散布）を目的

• 航空局標準マニュアル（研究開発）：機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的

• 航空局標準マニュアル01（インフラ点検）：飛行経路を特定したインフラ・プラント点検飛行を目的

• 航空局標準マニュアル02（インフラ点検）：飛行経路を特定しないインフラ・プラント点検飛行を目的
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申請書の提出前に最新の航空局標準マ
ニュアルを確認してください。
独自の飛行マニュアルを使用する場合は、
最新の航空局標準マニュアルを確認の上、
最新版に更新済みかを確認してください。

POINT

申請の際、標準マニュアル01と標準マ
ニュアル02を併用して申請は行えません。

POINT

航空局標準マニュアルは以下からご確認ください。

特定の飛行目的に限り使用可能なマニュアルもございます。

• 航空局標準マニュアル01：飛行経路を特定した申請の飛行全般

• 航空局標準マニュアル02：飛行経路を特定しない申請の飛行全般

• 航空局標準マニュアル（空中散布）：空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布（空中散布）を目的とした飛行

• 航空局標準マニュアル（研究開発）：機体及び操縦装置の研究開発のための試験を目的とした飛行

• 航空局標準マニュアル01（インフラ点検）：飛行経路を特定したインフラ・プラント点検を目的とした飛行

• 航空局標準マニュアル02（インフラ点検）：飛行経路を特定しないインフラ・プラント点検を目的とした飛行

航空局標準マニュアルは以下からご確認ください。

• 航空局標準マニュアル01：飛行経路を特定した申請の飛行全般

• 航空局標準マニュアル02：飛行経路を特定しない申請の飛行全般

特定の飛行目的に限り使用可能なマニュアルもございます。

• 航空局標準マニュアル（空中散布）：空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布（空中散布）を目的とした飛行

• 航空局標準マニュアル（研究開発）：機体及び操縦装置の研究開発のための試験を目的とした飛行

• 航空局標準マニュアル01（インフラ点検）：飛行経路を特定したインフラ・プラント点検を目的とした飛行

• 航空局標準マニュアル02（インフラ点検）：飛行経路を特定しないインフラ・プラント点検を目的とした飛行

飛行の経路を特定する必要がある場合
・空港等周辺における飛行
・地表または水面から150ｍ以上の高さ
の空域における飛行
・人又は家屋の密集している地域の上空
における夜間飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・趣味目的での飛行
・研究開発目的での飛行

POINT

https://www.mlit.go.jp/common/001521377.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001521378.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001521379.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001521380.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001521384.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001521385.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001521377.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001521378.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001521379.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001521380.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001521384.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001521385.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001975917.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001975920.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001975907.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001975911.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001975912.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001975919.pdf
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